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施 政 方 針

平成２７年壱岐市議会定例会３月会議

○はじめに

本日ここに、平成２７年壱岐市議会定例会３月会議の開催にあた

り、市政運営について所信の一端を申し述べますとともに、平成

２７年度当初予算案、また前会議以降今日までの市政の重要事項等

について、その概要をご説明申し上げ、議員各位並びに市民皆様の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。

平成２７年度は、私の市長としての２期目の市政運営総仕上げの

年度でありますが、公約の一丁目一番地でありました壱岐市民病院

の長崎県病院企業団加入が本年４月１日から実現いたします。また、

第１次産業、観光・商工の振興、教育・福祉・育児の充実、防災対

策など、壱岐市の現在そして将来に向けた取り組みの成果を示す年

度であります。と同時に、庁舎建設等諸課題についても、その方向

性を導き出さなければならないと考えております。

（１）兵庫県朝来
あ さ ご

市との友好都市の提携について

兵庫県朝来
あ さ ご

市とは、２８０年前壱岐へ流された義人小山
こ や ま

弥
や

兵衛
へ え

を孫娘 心諒
しんりょう

尼
に

が訪ねた史実のとりもつ縁で、５４年前の旧

和田山
わ だ や ま

町時代から教育や人的な交流を行ってまいりました。昨年２

月２８日には、壱岐市市制施行１０周年を機に、朝来市との地域間

協同による経済の振興を図るため、「歴史・教育・経済パートナー

シップ宣言」の調印を行ったところであります。今後さらに、両市
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の友好の絆を深めるため、本年、朝来市市制施行１０周年を機に、

友好都市の提携を図りたいと考えております。今回、友好都市の提

携についての議案を提出しております。

（２）第２次壱岐市総合計画と地方版総合戦略について

第２次壱岐市総合計画の策定については、平成２６年度末までに

策定することとしておりましたが、国の地方創生にかかる地方版総

合戦略策定内容との整合性を図る必要があることから、策定時期を

総合戦略策定時期に合わせて平成２７年９月とすることといたしま

した。このため、計画期間の開始時期が、平成２７年度途中からと

なりますが、その間については、第１次総合計画を継承することと

いたしております。

（３）ふるさと納税について

昨年１１月から、寄附額に応じたお礼の品の選択制やポイント制

の導入など新しい制度を開始するとともに、壱岐人会などでのＰＲ、

さらに、お礼の品(３１品目)を追加し、２月末日現在、１，９１６

件、申し込み金額２，８８７万３千円と昨年度の１０倍を超え、平

成２０年度ふるさと納税開始以来、過去最高額となっております。

平成２７年度は、さらにお礼の品の拡充を図るとともに、クレジッ

ト決済の導入を行い、１億円を目標に推進を図ってまいります。

（４）離島振興について

離島振興については、その鍵を握る航路運賃の低廉化に向け、全

国離島一丸となって取り組んでおります。

「離島の再生なくして地方の再生なし」このことについて石破 茂
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地方創生担当大臣とも意見交換を行い、離島の現状等について強く

訴えたところであります。

また、現在、国においては、航路運賃の低廉化等が盛り込まれた

国境離島法案の制定に向けた協議が行われておりますが、今や国境

離島をはじめ離島地域の振興発展は、日本発展の命運を握っている

といっても過言ではないと思っております。

１ 効率的な行財政運営

（１）庁舎建設について

庁舎の建設については、平成２６年１１月に、市議会庁舎建設検

討特別委員会において、新庁舎の建設の必要性について可決された

ことを受け、現在、市議会庁舎建設特別委員会において議論が進め

られているところであります。そうした中、２月１２日から１５日

の４日間４会場で開催した市民説明会の状況やご意見等踏まえ、壱

岐市にとって極めて重要なプロジェクトであり、壱岐市百年の大計

である庁舎建設については、広く民意を問わなければならない、新

しい庁舎が真に必要か必要でないか、言い換えれば新庁舎を建設す

るか、しないかについて市民皆様にご判断いただくことが最良であ

ると判断したところであります。市民皆様に、今この時しか使えな

い極めて有利な合併特例債を活用することが、壱岐市のためである、

ということをご説明した上で、市民皆様がどのようにお考えなのか

をお聞きしたい。その方法として住民投票が最良だと判断いたしま

した。今回、追加議案として、関係条例並びに予算を提出すること
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としております。

２ 産業振興で活力あふれるまちづくり

○交流人口・定住人口の拡大

（１）まち・ひと・しごと地方創生について

今、日本全体が「人口減少・超高齢化社会」を迎えており、「待っ

たなし」の構造的な課題に対して地方創生を実現するため、「まち・

ひと・しごと創生法」が制定されました。

創生法には都道府県及び市町村ともに「地方人口ビジョン」及び

「地方版総合戦略」を策定することが求められており、その策定に

当たっては、各地方公共団体が主体性を発揮しつつ、様々な年齢層

の住民をはじめ、産学金労等の関係者の意見を広く聞くことや、Ｐ

ＤＣＡサイクルを継続的に行うこととされております。地方議会に

おいても、総合戦略の策定、推進等の各段階で十分議論がなされる

よう求められており、壱岐市としても地方創生に取り組むべく、「地

方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定に向けて、準備を

進めているところであります。また、国の平成２６年度補正予算に

おける「地域住民生活等緊急支援交付金」について、今回、所要の

予算を計上しております。

(２) 観光振興について

平成２６年の本市への観光客数において、その重要な指標である

九州郵船とＯＲＣの乗降客数が、６９０，５４２人で対前年比９６％

と減少しております。昨年は、がんばらんば国体等も開催されまし
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たが、天候不良による交通機関の乱れ等の影響が要因と考えており

ます。

今後も引き続き、原の辻遺跡と一支国博物館を核として、古墳や

神社仏閣といった歴史・文化遺産に、壱岐の美しい自然景観や新鮮

で豊かな食材を活かした魅力的なイベントや体験プログラムを加

え、オンリーワンの観光地づくりに取り組んでまいります。

次に、教育旅行の誘致については、平成２６年度より県外から来

島する学校にも補助制度を拡充し、３２校、３，５８１人を受け入

れました。平成２５年度に比べ、１，０６８人増加しております。

また、スポーツ合宿の誘致についても、壱岐商業高校生が提案し

た「スポーツ合宿」の旅行商品化に向けた検討を行っております。

外国人誘客いわゆるインバウンドについては、これまで市内宿泊

施設等の受入体制の整備や、中国の雑誌社の撮影誘致、韓国のパワ

ーブロガーモニターツアーなど取り組んだ結果、平成２６年度は約

５００人の外国人観光客が訪れています。平成２７年度も引き続き、

観光業従事者への外国語講座等おもてなしセミナーの開催、外国人

の壱岐までの渡航費用助成や、福岡市と連携した海外での観光プロ

モーションの実施など、関係団体と連携しインバウンドの展開を進

めてまいります。

福岡事務所は本年４月で開所から５年目を迎えますが、これまで

事務所へ約２万５千人が来所され、ブログ開設からのアクセス数も

３６万件を超えており、関心の高さを示しております。

また、「Iki IKi （いきいき）サポートショップ制度」について
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も、福岡３８店舗、大阪３店舗、東京２店舗の合計４３店舗を認定

し、壱岐産品の情報発信と消費拡大に成果を上げております。

福岡都市圏における壱岐の情報発信の拠点として、今後も、各種

企業等への訪問、会合等でのＰＲ活動を行うとともに、サポートシ

ョップ認定へも積極的に取り組んでまいります。

○産業の振興

（１）農業の振興について

壱岐市の農業発展のためには、農業者が効率的かつ安定的な農業経

営ができる環境整備や人づくり・組織づくり及び農業生産額の向上

が重要であります。

（新たな農業・農村政策について）

国においては、農業従事者の高齢化、耕作放棄地の拡大などの課

題に対応するため「農林水産業・地域の活力創造プラン」をとりま

とめ、関係者が一体となって、課題に向けて取り組むこととしてお

ります。

特に、担い手への農地利用の集積・集約化を加速させるための農

地中間管理機構については、集落営農組織の法人化に合わせ、農地

の集積を行ってまいります。

集落営農組織については、３６の特定農業団体と３つの特定農業法

人が設立され、本市における組織数は、長崎県全体の約半数を占め

ております。認定農業者及び集落営農組織には、本市農業の柱とな

る担い手として大きな期待を寄せており、組織の持続的な経営安定
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に向けた育成・支援を図ってまいります。

複合部門の重要な作物である野菜、花卉、果樹等については、高生

産性・高収益を望める作物であり、今後も、補助事業を活用し施設

整備の支援を講じてまいります。

特に、アスパラガスについては、単価・収量とも８年連続県下トッ

プの成績を維持しており、今後は、面積の拡大とともに揺るぎない

産地形成を推進してまいります。

（有害鳥獣被害防止対策事業について）

平成２２年度以降、イノシシの目撃・痕跡・農作物の被害及び海

岸への死骸漂着の情報が寄せられておりますが、イノシシは、生息

数の少ないうちに撲滅に向けた対策が極めて重要であることから、

これまで捕獲わなの設置、ハンターによる捕獲を実施した結果、昨

年３月２１日箱崎地区において１頭を駆除いたしました。

しかし、去る２月１１日にヌタ場、足跡等新たな情報が寄せられ

ており、今後も引き続き、関係機関と連携を図り対策を講じてまい

ります。また、タイワンリス及びカラスについても、猟友会及び市

民皆様のご協力をいただき、引き続き捕獲駆除を行ってまいります。

（畜産振興について）

本市の肉用牛振興については、「壱岐市肉用牛改良対策会議」の改

良方針に基づき、優良系統牛の保留に対する支援を継続してまいり

ました。また、肥育経営においても、壱岐生まれの壱岐育ちの「壱

岐牛」として地域商標登録がなされ、人気を博しており、今後も育

種価の検証とブランド化の確立を目指してまいります。



- 8 -

子牛市では、過去最高を更新する年間平均で５７万円台となるなど

高値の取引となっておりますが、一方で高齢化や後継者不足等によ

る繁殖牛の飼養頭数減少が続いております。その対策の一つとして、

集落営農組織及び建設業者による新規参入を模索する等、生産基盤

の強化を図ってまいります。

（２）水産業の振興について

本市の水産業を取り巻く現状は、漁業資源、漁場環境の悪化によ

る漁獲の減少、水産物価格の低迷、漁業者の高齢化並びに後継者不

足、さらには燃油価格が、反転値上げの動きもあり、依然として厳

しい状況が続いております。

平成２６年１月から１２月までの市全体の漁獲高及び漁獲量を、

前年と比較いたしますと、漁獲高が０．５％増の約３６億９千４百

万円、漁獲量が９．５％増の５,４２４トンと若干増加しております

が、今だ憂慮すべき状況にあります。

このような中、水産業振興奨励事業として、認定漁業者制度並び

に漁業後継者対策制度を実施しており、現在、認定漁業者１５７名

を認定し、また、漁業後継者１名が就業しております。その他に、

漁業近代化資金の利子補給、漁獲安定共済・漁船損害補償への一部

助成、そして漁船漁業の機器設備の充実を図るため漁船近代化施設

整備への助成、さらには密漁による被害を防止するための監視活動

に対する助成を実施しております。さらに、国･県の事業である、離

島漁業再生支援事業、２１世紀漁業担い手確保促進事業、離島輸送

コスト支援事業、船内外機の機関換装の省エネ機器等導入推進事業、
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船底清掃の省燃油活動推進事業について今後も積極的に取り組んで

まいります。

栽培漁業については、壱岐栽培センターを活用し、アワビ３１万

個、アカウニ２８万個、カサゴ１８万尾の種苗の放流を計画してお

ります。これらの種苗を放流することにより沿岸域での漁業生産の

向上に繋げ、漁家経営の安定を期待するものであります。

漁港整備については、国の漁村再生交付金事業で、大久保漁港と

諸津漁港、小崎漁港の防風フェンス、湯ノ本漁港の浮き桟橋を、ま

た、強い水産業づくり交付金事業で山崎漁港、七湊漁港、久喜漁港

の車止め設置工事を計画しております。さらに、水産物供給基盤機

能保全事業で山崎漁港、久喜漁港、恵美須漁港の施設の機能診断、

老朽化予測、保全対策工法の選定などの調査業務を計画しておりま

す。 

（３）商工業の振興と雇用対策について

商工業の振興については、日本経済の景気がゆるやかな回復基調

にある中、離島部の本市においては、その波及効果は遅く、依然と

して厳しい状況にあります。このため、商工会活動や商店街の賑わ

い創出につながる事業に対する支援を行い、活性化に努めるととも

に、商工業者や中小企業者の融資利子補給や保証料に対する補助を

行ってまいります。特に、平成２７年度は、市において事業創業者

や新規中小企業者が新たに行う事業実施のための資金融資制度を創

設し、併せて信用保証料の補助も行い、創業支援を行ってまいりま

す。また、地方創生による地域住民生活等緊急支援のための交付金
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を活用し、壱岐市商工会及び農協、漁協と連携し、プレミアム商品

券を発行してまいります。年間発行額を約５億円とし、それに１０％

の付加価値をつけて売り出すことにより、消費喚起を促し、市内商

工業の活性化、島内経済の振興を図ってまいります。

雇用については、経済のゆるやかな回復基調の中において雇用改

善が進みつつありますが、引き続き「緊急雇用創出事業臨時特例交

付金」を活用した人材育成事業など雇用創出に取り組んでまいりま

す。

３ 福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり

（１）地域福祉の推進について

地域の福祉力向上を図るため民生委員児童委員や関係機関との連

携を一層強化するとともに、自治公民館における福祉保健部や福祉

協力員の設置を推進し、災害時に支援を要する方々を地域で支える

組織づくりに努めてまいります。

生活困窮者対策については、平成２７年度から施行される生活困

窮者自立支援法に基づき、複合的な課題を抱える生活困窮者の方々

に対し、包括的な相談支援や就労支援等を関係機関と連携しながら

実施し、自立を促進してまいります。なお、実施にあたっては、壱

岐市社会福祉協議会に委託することとしております。

また、入湯優待券については、団体用優待券を年間２枚から５枚

に拡大し、健康と福祉の増進はもとより老人クラブ等社会福祉団体

の組織率の向上にも努めてまいります。
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さらに、障がい者皆様が自立した生活を営むことができるよう、

障がい福祉サービスや地域活動支援センターひまわりを拠点とした

地域生活支援事業の充実を図るとともに、平成２７年度からスター

トする第４期障がい福祉計画を関係機関等と連携しながら進めてま

いります。

次に第２９回全国健康福祉祭（愛称ねんりんピック）長崎大会が、

平成２８年度に県内各地で開催されますが、本市においては、ウォ

ークラリー交流大会の開催地となっております。

（２）壱岐市立特別養護老人ホームについて

壱岐市立特別養護老人ホーム及び同附属デイサービスセンターに

ついては、本年１０月１日を目途に現施設のまま民間に移譲し、平

成３０年度末までに新施設を整備する方針で進めております。昨年

１１月から移譲先を公募した結果、３団体から応募をいただき、改

築計画等を含めた提案書の提出を受けたところであります。移譲先

の選定にあたっては、壱岐市福祉施設移譲先選定委員会から２月３

日に評価結果報告書の提出をいただきました。その結果を十分尊重

し、（仮称）社会福祉法人「壱
い

心会
しんかい

」設立準備会を移譲先候補者とし

て選定したところであります。

本団体の提案は、施設運営方針はもちろん十分なものであります

が、地域振興策として学校法人による介護福祉士養成校（専門学校）

を開校し、介護福祉士等有資格者の人材育成及び交流人口の拡大を

も考えたものであり、壱岐市の発展に大きく貢献するものと期待し

ております。
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（３）子育て支援について

少子高齢化が進行する中、「子ども・子育て支援法」に基づいた

「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月に本格スタートい

たします。

このことから、本市においても、壱岐市子ども・子育て会議の答

申を踏まえ、本年３月に策定する壱岐市子ども・子育て支援事業計

画に基づき、子どもの健やかな育ちと、仕事と子育ての両立を社会

全体で支える環境整備の取り組みを進めてまいります。

（４）生活保護について

生活保護制度については、全国的に生活保護受給者が増加を続け

ている中で、昨年７月に、生活保護法が一部改正されました。

本市においては、平成２０年度以降受給者は減少しており、昨年

１２月末現在で、被保護世帯数３７２世帯、被保護者数５５３人、

保護率２．０１％となっております。

市民生活を守る最後のセーフティネットとして、保護を必要とす

る方に、確実に保護を実施するとともに、改正生活保護法の規定に

基づき、受給者の自立に向けた就労支援の強化や健康・生活面に着

目した支援のほか、不正受給者対策の強化や医療扶助の適正化に努

めてまいります。

（５）健康づくりについて

生活の基盤は「健康」ということは誰もが認めるところでありま

す。市民皆様の健康づくりのために、各種検（健）診、相談、予防、

健康教室等の充実を図り、受診率の向上のため、市民皆様との協働



- 13 -

で実施している健康づくり推進員及び各自治会の福祉保健部ととも

に啓発事業の推進を図ってまいります。

また、食生活改善推進員の皆様におかれては、総勢２００名近い

組織力と結束力で、食品の安全・調理・栄養など食に関する啓発を、

あらゆる場で展開していただいております。

（６）国民健康保険について

壱岐市における国民健康保険加入率は、現在３５％であり、本市

の景気低迷を反映した所得の減少、被保険者の減少等により、ここ

数年厳しい財政運営が続いており、平成２７年度予算編成について

も、一般会計からの繰り入れを行うこととしております。

国民皆保険制度を支える国民健康保険の財政安定化のため、滞納

処分を含めた収納対策に取り組み、収納率の向上に努めるとともに、

「第２期特定健康診査等実施計画」に基づき、関係機関との調整、

市民皆様への啓発を図りながら、特定健康診査・特定保健指導の受

診率の向上、重症化予防対策等による保健事業を推進し、医療費の

適正化を図ってまいります。

（７）介護保険について

介護保険については、高齢者皆様が地域で自立した生活を営める

よう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく

提供する「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みを進め

ているところであります。

平成２７年度は第６期介護保険事業計画（平成２７年度～平成

２９年度）の初年度に当たり、今回「壱岐市高齢者福祉計画・第６
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期介護保険事業計画の策定」及び「壱岐市介護保険条例の一部改正」

の議案を提出しております。この計画は、地域の高齢者福祉施策の

総合的な計画であり、壱岐市の将来を見据えた介護サービス事業の

整備を検討し、平成２７年度から３年間の介護保険料を算定するこ

ととなっています。その結果、第１号被保険者保険料の基準額につ

いては、５，２６２円と算定しており、被保険者の方々にはご負担

をお掛けすることとなりますが、ご理解をお願いいたします。

なお、第５期計画の中で計画していた施設整備については、箱崎

中学校グランド跡地に社会福祉法人博愛会による特別養護老人ホー

ム「ハッピーヒルズ（幸せの丘）」が完成し、本年３月２３日からサ

ービスが開始されることとなっております。

（８）後期高齢者医療について

後期高齢者医療制度については、平成２０年度に制度発足以来、

運営主体である長崎県後期高齢者医療広域連合との連携のもと被保

険者皆様が適切な医療サービスを受けられるよう努めております。

一方、後期高齢者の医療費が増加しており、広域連合の委託事業で

ある糖尿病腎症重症化予防事業を実施し、人工透析の導入患者の予

防や導入時期を遅らせることにより、対象者皆様の生活の質の維持

と医療費の適正化を図っているところであります。

４ 自然を生かした環境にやさしいまちづくり

（１）環境にやさしいまちづくり

（低炭素社会の実現について）
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近年、地球温暖化の防止は世界で最大かつ喫緊の課題であり、地

球環境を保全し豊かで美しい自然環境を次世代へ継承することこそ

が、人類共通の命題となっています。

国や県においても、エネルギー自給率の向上、地球温暖化対策、

産業育成を目指し、「再生可能エネルギー」の普及を推進している中、

本市においても、地理的特性を活かした「風力」や「太陽光」「バイ

オマス」などの再生可能エネルギーの資源活用の可能性を検討する

とともに、省エネの強化等、「低炭素の島づくり」に向けた事業化計

画の策定や実現可能性調査に取り組んでまいります。

（２）生活環境の充実について

（道路、河川等の整備について）

市道整備については、平成２７年度当初予算において、補助事業

の道路改良２路線、交通安全施設整備２路線、橋梁補修４橋及び道

路防災安全工事３路線、起債事業９路線、単独事業９路線の整備費

を計上しております。また、急傾斜地崩壊対策事業についても、引

続き４地区の整備を進めてまいります。

道路や河川等の整備については、限られた財源の中、生活の基盤

整備の内容を十分に精査した上で、今後も鋭意取り組んでまいりま

す。

（景観計画について）

壱岐市景観計画については、壱岐市の良好な景観の形成を図るた

め、地域の特性に応じた景観づくりの基本的な方針や取り組み、建

築物・工作物などの行為の基準を定める景観計画(案)を策定しまし
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た。

景観計画(案)の内容については、市民皆様や事業者皆様の意見を

広く反映させるため、パブリックコメントを実施し、その結果を壱

岐市景観計画策定委員会に諮ることとしております。

壱岐市景観計画は平成２７年３月末までに策定し、それを受けて

平成２７年度に壱岐市景観条例の制定に向けて取り組んでまいりま

す。

（公営住宅について）

公営住宅の整備については、社会資本整備総合交付金による三本

松団地の外壁及び屋上防水等の改修工事、また、平成２８年度以降

に予定している久喜団地・目坂団地の耐震改修工事、古城団地の給

排水設備等の改修工事、三本松団地・天ヶ原団地の屋外防水改修工

事の設計委託費を計上しております。また、単独事業として、八幡

団地の外壁及び屋根等の改修工事、大久保団地の下水道接続工事を

予定しております。

（安全・安心な住環境づくり支援事業について）

市民皆様の生活環境の向上を図るとともに、地域経済の活性化を

促進するため、引き続き住宅リフォーム支援事業を進めてまいりま

す。

また、老朽化して危険な家屋等の除却を行う方々に対して支援を

行い、安全で安心な住環境づくりについても努めてまいります。

（３）水道事業関係について

簡易水道事業については、平成２９年４月からの上水道事業との
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統合に向けて進めております。

基幹施設の更新等の整備については、平成２６年度から国の簡易

水道統合整備事業により実施しておりますが、平成２７年度におい

ては、継続事業の芦辺浄水場及び新規事業として勝本町新西浄水場

の改修工事を実施することとしております。

また、昨年の渇水期に発生した永田ダム水源の水質悪化による異

臭味対策については、活性炭処理施設整備を国に要望しております。

上水道事業は、水道水の安定供給を図るため、老朽化した配水管

の布設替工事を実施することとしております。

（４）下水道事業関係について

公共下水道事業については、事業計画に基づき、中央処理区の永

田地区で汚水管布設工事を実施しております。現在の事業認可区域

については事業の完了時期が近づいてまいりましたので、今後、整

備計画区域内の未普及地区の整備に向けて、事業認可の変更手続き

を進めてまいります。

漁業集落排水施設整備事業については、平成２５年度から芦辺地

区に着手しており、引き続き汚水管布設工事及び路面本復旧工事を

行い、事業の促進を図ってまいります。

合併処理浄化槽設置整備事業については、１４０基の設置を予定

しております。
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５ 心豊かな人が育つまちづくり

（１）学校施設の整備について

市内小中学校校舎及び屋内運動場（体育館）の耐震補強工事は、

２７年度で一通り完了いたします。

また、「つり天井や外壁等」非構造部材の落下防止のための補強工

事を引き続き実施し、災害発生時における児童・生徒はもとより、

地域住民皆様の緊急避難場所として、機能が十分に発揮できるよう

「防災の強化」に努めてまいります。

芦辺小学校校舎と芦辺中学校校舎は、耐震力の不足(不適格)によ

り改築が必要と診断されたため、芦辺小学校は、関係者皆様が一体

となって協議を重ね、本年１月に「芦辺小学校校舎改築事業の基本

計画」を策定したところであります。

今後は、校舎建設に関係する認可手続きや設計業務等を行い、平

成２９年４月供用開始を目途に取り組んでまいります。

また、芦辺中学校においても、開発関係の申請や設計業務（プロ

ポーザル）選定作業等を引き続き進めてまいります。

（２）社会教育の推進について

この度、青少年の意欲及び能力が認められて選抜され、市外にお

ける強化練習や大会等へ参加する場合に、その旅費等の一部を助成

する、子ども夢プラン応援補助金制度を創設いたしました。

また、新たに「いきいきうきうき体験交流事業（仮称）」として、

福岡県浮羽
う き は

市との交流事業を計画しております。これは、市内の小

中学生が浮羽市との交流体験活動に参加することで、子どもたちの
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健全育成に寄与するものです。

次に昨年開催された長崎がんばらんば国体の壱岐市実行委員会事

務局を、教育委員会国体推進課で担当してまいりましたが、同大会

が終了し、壱岐市実行委員会も解散となりますので、国体推進課を

廃止し、残る精算関係事務や次年度以降の後催県への情報提供等の

業務については、引き続き教育委員会で担当してまいります。

（３）文化財行政の推進について

交流人口の拡大を目的に、文化財の積極的公開を、デリバリーミ

ュージアム事業として、大阪府立弥生文化博物館で実施することと

しております。また、全国にある国分寺を持つ自治体が集まり、国

分寺の現状と保存活用について研修を行う全国国分寺サミットを本

年１０月に壱岐市で開催することとなりました。壱岐を大いにアピ

ールする機会と捉え、関係機関と連携を図り、サミットの成功に向

け努めてまいります。

国指定史跡「勝本城址」は、石垣が４００年以上経過し、危険な

状態にあるため、整備計画の策定を急ぎ、国の補助を活用した整備

の実施に向け、平成２７年度から指定範囲内の測量に取り掛かるこ

ととしております。

６ 国内外交流が盛んなまちづくり

（１）地域支え合いＩＣＴモデル事業について

平成２６年度から三島地区を対象に進めている長崎県の地域支

え合いＩＣＴモデル事業については、加入世帯、公共施設等１３０
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箇所への接続工事が終了し、現在、試験運用を開始しております。

運用については、昨年１１月に採用した集落支援員１名が、各世

帯へ操作方法のサポートを行い、特に高齢・独居のご家庭にあって

は、訪問活動と併せて、地域の見守りの一助となるものと期待して

おります。

なお、今後の事業の進捗については、定期的に検証、評価、改良

を重ねていくこととしております。

７ さまざまな人が関わり合うまちづくり

（１）コミュニティ行政の推進について

現在、地域が抱える課題への対応やまちづくりを進めるために、

自治を担う市民皆様・地域、市議会、市長・行政の役割と責任を明

確にし、「自治体の仕組みの基本ルール」を定めるための自治基本

条例の制定に向けて、議論を進めております。

今後も、市民皆様との意見交換等を十分重ね、平成２７年度制定

を目標に進めてまいります。

８ 病院事業

（１）長崎県壱岐病院の開院について

政策の最重要課題として取り組んできた壱岐市民病院の長崎県病

院企業団の加入については、平成２７年４月１日をもって、名称を

長崎県病院企業団「長崎県壱岐病院」として、開院することとなり

ました。
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これにより、壱岐市民病院が将来にわたり壱岐市の地域医療の中

核を担う病院として、必要な医療サービスをさらに安定的に提供で

きることを市民皆様にお約束できるものと考えております。

今後は、長崎県病院企業団の構成市町の一員として、市民皆様一

人ひとりが安心できる保健医療体制の確立に向けて、医療機関や福

祉施設、関係団体等との連携を深めながら、地域医療体制の構築に

努めてまいります。

なお、平成２７年度の診療体制について、九州大学第２外科の外

科医師及び久留米大学の眼科医師については、非常勤から常勤の派

遣に変わるとの報告を受けており、着実に診療体制の充実が図られ

ているものと考えております。

また、長崎県病院企業団加入により、壱岐市単独での病院事業は

廃止となりますので、今回、関係条例の改廃の議案を提出しており

ます。

９ 安全・安心のまちづくり

（１）消防、防災について

防災は、行政の最大の使命として、これまで、様々な災害の発生

に備えて、関係機関と連携を図り、各種防災対策を進めております

が、行政による防災対策のみならず、市民皆様自らが防災対策を講

じていただくことが重要と考えております。

地域が助け合って地域の安全を確保する自主防災組織については、

現在９６組織、組織率５２．３％となっており、平成２５年度末と
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比較いたしますと、６１組織、組織率は２５．１％の増となってお

ります。今後も、自主防災組織の結成について、各自治公民館のご

理解を賜りますようお願いいたします。

去る１月２４日、今回で３回目となる、長崎県原子力防災訓練を

壱岐市、松浦市、佐世保市、平戸市をはじめとする関係市町及び、

長崎県、佐賀県、福岡県の３県合同で開催しました。

訓練の概要は、玄海原子力発電所から放射能漏れ事故が発生した

との想定で、玄海原子力発電所から３０km 圏内に入る壱岐島南部の

住民皆様が、島北部の勝本町ふれあいセンターか
・

ざ
・

はや
・ ・

に避難する

訓練と、海上自衛隊の揚陸艇（略称ＬＣＡＣ：エルキャック）及び

輸送艦による福岡県への広域避難訓練を行いました。原子力災害の

特異性に対する、緊急被ばく医療訓練やモニタリング訓練の他、災

害対策本部設置・運営訓練、情報収集伝達訓練等を行い、総勢約

３００名の皆様の参加をいただきました。

今回の訓練での成果や課題を検証し、今後も、市民皆様、関係機

関と連携を図り実践的な訓練を積み重ねてまいります。

平成２６年中の災害発生状況は、火災２７件、救急１，７４１件、

救助１９件で前年に比較し、火災は３件の減、救急は１４０件の増、

救助は５件の増でした。特に救急搬送件数の増加が顕著で、その要

因として、急病が前年に比べ１２７件増加しており、中でも、高齢

者の搬送割合が７４％と年々増加している状況にあります。

平成２７年度の消防防災施設及び資機材の整備については、郷ノ

浦支署配備の高規格救急車の更新、防火水槽５基、ホース乾燥ポー



- 23 -

ル３基の設置工事、消防団の小型ポンプ１台の更新を行うこととし

ております。

次に、議案関係についてご説明いたします。

（１）平成２７年度予算について

平成２７年度の地方財政は、地方税は消費税の引き上げ時期の延

期はあったものの８％への引き上げが平年化することにより増収と

なり、地方交付税は国税５税の法定率見直しにより、地方交付税原

資の安定性の向上・充実を図ったうえで、地方創生の旗印のもと「ま

ち・ひと・しごと創生事業費」等の新設により前年水準が確保され

ております。

しかし、国の歳出の取り組みと基調を合わせることで、社会保障

関係費の自然増や公債費が高い水準で推移しております。

このような中、本市の財政は、市税などの自主財源に乏しく、収

入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存しており、合併後の大型

事業の実施については、合併特例債や過疎債などの地方交付税措置

のある市債を有効に活用しながら財政運営を行ってきたところであ

ります。

また、すべての事業について政策評価（事後評価）を実施し、ス

クラップアンドビルドによる最少コストで最大の効果を上げるた

め、財源の重点配分を行い、適正で効率的な予算編成を行っており

ます。

さらに、補助金等検討委員会の提言を最大限尊重し、本市の振興・
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発展に資する補助金等の適正化、並びに効率的かつ効果的な補助金

等の見直しを平成２６年度より行い、自主性と責任により限られた

財源を活用し、地域経済と住民福祉の増進及び市民と行政との協働

による各種事業の推進を図るための予算編成を行っております。

平成２５年度末の市債現在高は２７３億円（普通会計）であり、

義務的経費（人件費・扶助費・公債費）の割合は４２．１％、経常

収支比率は８０．４％（対前年度△０．５％）であります。今後も

中期財政計画に基づき普通交付税の縮減に応じた健全財政運営に務

めてまいります。

平成２７年度は、普通交付税合併算定替えの段階的縮減の２年目

となり、予算編成にあたっては、その縮減に応じた減額予算となり

ますが、総合計画に基づく政策の推進に努めるとともに、「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、交付金を有効活用しながら

戦略に基づいた地域の活性化を図ってまいります。

なお、平成２７年度の一般会計予算規模は、２０８億５,６００万

円（対前年度比１億６，９００万円、０．８％減）で、特別会計を

含めた予算規模は、３２１億４,９００万円（対前年度比６億

７，３７３万円、２．１％増）となっております。

（２）その他の議案について

本日提出いたしました案件の概要は、条例に係る案件１１件、予

算案件１８件、公の施設の指定管理者の指定案件４件、その他７件

であります。案件の詳細については、担当部長、課長等から説明を

させていただきますのでご了承願います。
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何とぞ十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますよう

お願い申し上げます。

○おわりに

以上、市政運営に対する所信の一端と平成２７年度当初予算案等

について申し述べましたが、これからも、様々な行政課題に全力で

対応しながら、財政の健全化に努め、明日に希望の持てるまちづく

り、そして将来の壱岐市を見据えたまちづくりに全力で取り組んで

まいります。議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げ施政方針といたします。

平成２７年３月４日

壱岐市長 白 川 博 一


